
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  太陽光発電設備の即時償却                 

Ｑ：太陽光発電設備を取得すると、その費

用が全額償却できるそうですが、どのような

内容のものなのですか？ 

                                              

Ａ：次のような内容のものです。 

【解説】 

お尋ねの取扱いは、太陽光発電設備の即時

償却といわれるもので、平成24年度の税制改

正で制度化されたものです。 

平成27年３月31日までに太陽光発電設備を

取得等し、その取得の日から１年以内に法人

の事業の用に供した場合にこの即時償却の適

用が受けられます。 

対象となる設備は、太陽光を電気に変換す

る認定発電設備でその出力が10kw以上である

もののうち、太陽光の利用に著しく資するも

のとして財務大臣が指定する一定のものです。 

ただし、この即時償却は、太陽光発電設備

を国又は地方公共団体の補助金又は給付金そ

の他これらに準ずるもの(補助金等)で取得等

した場合には、適用が受けられないこととな

っていますので注意してください。 

補助金等が太陽光発電設備の取得価額の一

部に過ぎない場合であっても、即時償却をす

ることはできません。 

補助金等を受けるのがいいのかどうか、検

討してみる必要がありそうです。 
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